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＜議案第６８号 堺市手数料条例の一部を改正する条例＞ 

堺市手数料条例（平成１２年条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（建築基準法関係手数料） （建築基準法関係手数料） 

第３３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この条におい

て「法」という。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号。以下この条において「政令」という。）又は堺市建築基準法施行

条例（平成１２年条例第３３号。以下この条において「条例」とい

う。）に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号

に定める金額を申請又は通知をする者から徴収する。 

第３３条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この条におい

て「法」という。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号。以下この条において「政令」という。）又は堺市建築基準法施行

条例（平成１２年条例第３３号。以下この条において「条例」とい

う。）に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号

に定める金額を申請又は通知をする者から徴収する。 

(1)～(45) （略） (1)～(45) （略） 

(46) 法第８５条第５項の規定に基づく仮設建築物の建築許可申請手

数料 １件 １２０，０００円 

(46) 法第８５条第６項の規定に基づく仮設建築物の建築許可申請手

数料 １件 １２０，０００円 

(47) 法第８５条第６項の規定に基づく仮設建築物の建築許可申請手

数料 １件 １６０，０００円 

(47) 法第８５条第７項の規定に基づく仮設建築物の建築許可申請手

数料 １件 １６０，０００円 

(48)～(60) （略） (48)～(60) （略） 

(61) 法第８７条の３第５項の規定に基づく建築物の用途を変更して

一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る

許可申請手数料 １件 １２０，０００円 

(61) 法第８７条の３第６項の規定に基づく建築物の用途を変更して

一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る

許可申請手数料 １件 １２０，０００円 

(62) 法第８７条の３第６項の規定に基づく建築物の用途を変更して

一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る

(62) 法第８７条の３第７項の規定に基づく建築物の用途を変更して

一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る
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許可申請手数料 １件 １６０，０００円 許可申請手数料 １件 １６０，０００円 

(63)～(65) （略） (63)～(65) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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